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障害者雇用納付金

Q:当社は、社員数十名程の小規模な会社

です。

ところで、一定数以上の障害者を雇用して

いない場合には、納付金を納めなければなら

ないと聞いたのですが、本当でしょうか。

A:納付金を納める義務があるのは、常用

労働者数が300入超の事業主です。

【解説】

今年の7月1日から、常用する労働者が

56人以上の事業主は障害者を全常用労働者

数の1．8％以上雇用しなければならないこ

とになりました。

これは、「障害者の雇用の促進等に関する

法律」の改正によるもので、この法律に違反

すると、事業者の名称等が公表されるほか、

｢身体障害者雇用納付金」を納めるというぺ

ナルティーが課されます。ただし、今のとこ

ろ、納付金を納める義務があるのは、常用労

働者数が300入超の事業主とされています。

納付金の額は、｛（常用労働者数一業種ご

とに定められた控除率×常用労働者数） ×

1.8%一常用の障害者数｝×12×50,000円の

式で求めます。

この納付金は罰金とは違いますので、納付

金の申告書が納付金の徴収窓口である日本障

害者雇用促進協会に提出された日の含まれる

事業年度の損金に算入することができます。
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